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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

鉄道車輌工業会（JARI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。これによって，JIS E 5008:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 E 5008：2017 
 

鉄道車両－電力変換装置 

Rolling stock-Power converters 

 
序文 

この規格は，2014 年に第 3 版として発行された IEC 61287-1 を基とし，鉄道車両の分野では用いられて

いない用語及び定義の削除など技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

さらに，国際規格にはない“騒音測定方法”の参考情報を附属書 JA，及び“狭帯域及び時間同期測定”

の参考情報を附属書 JB に追加した。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，鉄道車両に搭載する電力変換装置に関する用語，使用条件，一般特性及び試験方法につい

て規定する。 

この規格は，鉄道車両に搭載して，次の回路に給電する電力変換装置について適用する。 

－ 主回路（主電動機駆動回路） 

－ 動力車，旅客車及び付随車の補助電源回路 

この規格は，例えば，トロリバスを含む，全てのけん（牽）引車両用電力変換装置に拡大して適用する

ことができる。 

この規格は，次の構成機器を含む電力変換装置の組立完成品に適用する。 

－ 半導体素子組立品 

－ 冷却システム 

－ 平滑リアクトル，コンデンサ，変圧器，抵抗器，接触器，スイッチなどの機器 

－ 半導体素子駆動装置及びセンサ 

－ 保護装置 

電源は，次の種類とする。 

－ 交流き電 

－ 直流き電 

－ 鉄道車両搭載の発電機，蓄電池又はその他の電源 

この規格は，半導体素子駆動装置の制御電源，センサなどの制御電源には，適用しない。 

注記 1 電力変換装置に内蔵する制御装置，半導体素子駆動装置に関係しないセンサ及び半導体素子

駆動装置のプリント基板は，JIS E 5006 による。 

注記 2 主回路又は補助電源回路の組合せ試験は，この規格の適用範囲ではない。例えば，電力変換

装置及び電動機の組合せ試験は，JIS E 5011 規格群による。 


